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１. 持続可能な公共交通ネットワークの構築
人口減少・少子高齢化が進展する中､ 特に地方部においては公共交通機関輸送人員の減少により､

交通ネットワークの縮小やサービス水準の低下が懸念されています｡

一方で､ 自動車を運転できない学生や高齢者等にとって地域公共交通は必要不可欠な存在であり､

コンパクトなまちづくりと連携して地域公共交通の充実を図ることが重要です｡

こうした情勢を踏まえ､ ｢地域公共交通の活性化及び再生に関する法律｣ により､ 地方公共団体が中

心となり関係者と役割分担しながら､ 地域にとって最適な公共交通ネットワークを再構築するための

枠組みを確立しました｡

同法に基づき､ 令和２年10月１日現在､ 全国で地域公共交通網形成計画が606件､ 地域公共交通再編

実施計画が40件､ 中国管内では地域公共交通網形成計画が57件､ 地域公共交通再編実施計画が10件認

定されています｡

※地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律が､ 令和２年６月３日に公布さ

れており､ 法施行後は､ ｢地域公共交通網形成計画｣ は ｢地域公共交通計画｣､ ｢地域公共交通再編実施

計画｣ は ｢地域公共交通利便増進実施計画｣ となります｡

２. 地域公共交通確保維持改善事業
生活交通の存続が危機に瀕している地域等において､ 地域の特性・実情に最適な移動手段が提供さ

れ､ また､ バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消

等がされるよう､ 地域公共交通を確保・維持・改善するために生活交通確保維持改善計画に基づいて

実施される事業です｡
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３. 日本版MaaS推進・支援事業
新たなモビリティサービスである����(������������������) の全国への普及を図り､ 地域や

観光地の移動手段の確保・充実や公共交通機関の維持・活性化等を進めることを目的として､ 地域課

題の解決に資する����の実証実験や����の普及に必要な基盤づくりへの支援を行う事業です｡
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◇ 地域の特性に応じた生活交通 (バス交通､ デマンド交通､ 離島航路・航空路) の確保維持を支援
○ 幹線バス交通の運行
地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の運行や車両購入を支援 (Ｐ81参照)

○ 地域内交通 (フィーダー系統) の運行
過疎地域等において､ コミュニティバス､ デマンドタクシー等の地域内交通の運行や車両購
入等を支援 (Ｐ80参照)

○ 離島航路・航空路の運航
離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である離島航路・航空路の運航等を支援 (Ｐ134､ 135
参照)

地域公共交通確保維持事業

◇ 個別のモードごとの支援から公共交通のバリアフリー化を一体的に支援する制度
○ バス､ タクシー､ 旅客船､ 鉄道駅､ 旅客ターミナルのバリアフリー化等を支援 (Ｐ��参照)
○ 地域鉄道の安全性向上に資する設備整備等を支援 (Ｐ��参照)
(参考) 関連する支援制度等
・公共交通利用環境の革新等【観光庁・国際観光旅客税充当事業】
・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業【観光庁】(Ｐ��参照)地域公共交通バリア解消促進等事業

○ 地域公共交通網形成計画等の策定を支援
○ 地域公共交通網形成計画に基づく利用促進や事業評価の取組みを支援
○ 地域におけるバリアフリー化の促進を図るための移動等円滑化促進方針の策定に係る調査

地域公共交通調査等事業
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１. 運輸部門からの二酸化炭素排出量の現状等
【各輸送機関の排出量の割合について】����年度では､ 我が国における二酸化炭素の排出量のうち����％を運輸部門が占めています｡
また､ 運輸部門からの排出量のうち����％が自家用乗用車からの排出となっています｡

各輸送機関の二酸化炭素排出量の割合

����年度における排出量は ２億����万トン��２����年度における排出量は ２億����万トン��２
【運輸部門における二酸化炭素の排出量の推移について】����年度から����年度までの間に､ 運輸部門における二酸化炭素の排出量は����％増加しました｡ そ
の後､ ����年から����年度にかけて排出量はほぼ横ばいに転じ､ ����年度以降は減少傾向を示していま
す｡

運輸部門における二酸化炭素排出量の推移

国土交通省ＨＰ：運輸部門における二酸化炭素排出量
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【各輸送機関からの二酸化炭素の排出量について】

各輸送機関からの��２排出量は1990年度を基準に比較すると､ バスやタクシーからの排出は減少して
いますが､ 自家用乗用車からの排出が増加しています｡

近年の排出量は減少傾向を示していますが､ 輸送機器の環境性能の向上のみに頼るのではなく､ 効率

のよい移動や輸送について自ら考え､ 行動することが求められています｡

各輸送機関からの二酸化炭素排出比率の推移 (１９９０年度比)

【輸送量当たりの二酸化炭素の排出量について】

運輸部門における二酸化炭素の排出量の削減を確実なものとするには効率のよい輸送を行うことが重

要です｡

旅客輸送と貨物輸送において単位輸送量当たりの二酸化炭素の排出量の比較を行いました｡

旅客輸送において､ 各輸送機関から排出される二酸化炭素の排出量を輸送量 (人キロ：輸送した人数

に輸送した距離を乗じたもの) で割り､ 単位輸送量当たりの二酸化炭素の排出量を試算すると下図のよ

うになります｡

一人が１㎞移動するときに､ 自家用乗用車はバスの2.5倍､ 鉄道の7.4倍の二酸化炭素を排出しています｡

輸送量あたりの二酸化炭素の排出量 (旅客)
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貨物輸送において､ 各輸送機関から排出される二酸化炭素の排出量を輸送量 (トンキロ：輸送した貨

物の重量に輸送した距離を乗じたもの) で割り､ 単位輸送量当たりの二酸化炭素の排出量を試算すると

下図のようになります｡

自家用貨物車による輸送は営業用貨物車の5.0倍､ 鉄道輸送の52.8倍の二酸化炭素を排出しています｡

輸送量あたりの二酸化炭素の排出量 (貨物)

国土交通省が平成21年度に行った調査結果によると､ 移動手段として約半数の人々が自家用車 (乗用

車) を選んでいますが､ その行動による環境負荷は､ わが国全体のおよそ３／４を占めています｡
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２. 環境対応車について
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平成27(2015)年度 平成28(2016)年度 平成29(2017)年度 平成30(2018)年度 令和元(2019)年度

広島県

電 気 自 動 車 968 1,189 1,458 1,623 1,769
プラグインハイブリッド車 977 1,203 1,767 2,163 2,428
ハイブリッド車 116,495 136,716 155,880 174,283 190,343
Ｃ Ｎ Ｇ 車 419 377 347 311 286

計 118,859 139,485 159,452 178,380 194,826

鳥取県

電 気 自 動 車 274 308 365 400 434
プラグインハイブリッド車 316 387 539 661 748
ハイブリッド車 24,523 29,478 34,094 38,463 42,558
Ｃ Ｎ Ｇ 車 19 13 11 7 6

計 25,132 30,186 35,009 39,531 43,746

島根県

電 気 自 動 車 420 502 584 608 664
プラグインハイブリッド車 351 413 611 701 764
ハイブリッド車 31,041 36,849 42,383 47,720 52,275
Ｃ Ｎ Ｇ 車 21 18 15 13 9

計 31,833 37,782 43,593 49,042 53,712

岡山県

電 気 自 動 車 866 990 1,204 1,369 1,560
プラグインハイブリッド車 1,259 1,519 2,423 2,963 3,463
ハイブリッド車 91,566 109,881 127,518 144,913 160,746
Ｃ Ｎ Ｇ 車 121 105 88 84 75

計 93,812 112,495 131,233 149,329 165,844

山口県

電 気 自 動 車 1,031 1,179 1,407 1,532 1,613
プラグインハイブリッド車 646 775 1,201 1,410 1,543
ハイブリッド車 71,935 84,672 96,429 107,704 117,379
Ｃ Ｎ Ｇ 車 7 4 1 0 0

計 73,619 86,630 99,038 110,646 120,535

管内計

電 気 自 動 車 3,559 4,168 5,018 5,532 6,040
プラグインハイブリッド車 3,549 4,297 6,541 7,898 8,946
ハイブリッド車 335,560 397,596 456,304 513,083 563,301
Ｃ Ｎ Ｇ 車 587 517 462 415 376

計 343,255 406,578 468,325 526,928 578,663

全国計

電 気 自 動 車 63,760 75,294 93,145 107,709 119,159
プラグインハイブリッド車 57,179 70,385 103,302 122,128 136,362
ハイブリッド車 5,524,399 6,498,575 7,435,792 8,362,820 9,190,212
Ｃ Ｎ Ｇ 車 15,771 13,524 11,527 9,673 7,951

計 5,661,109 6,657,778 7,643,766 8,602,330 9,453,684

� クリーンエネルギー自動車の導入状況

燃料別保有台数 各年度末現在

(注) 登録自動車 (大型特殊自動車を除く) の合計であり､ 軽自動車､ 二輪車は除く｡� 管内の天然ガススタンド 設置状況 令和２年３月末現在
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３. グリーン経営認証
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１. 災害に強い物流システムの構築
東日本大震災の支援物資物流における問題点を踏まえ､ 平成23年度､ 中四国九州ブロックで国､

地方自治体､ 物流事業者等の関係者による協議会を開催し､ 官民の連携､ 協力体制の構築､ 民間物

資拠点のリストアップ､ 官民の協力協定の締結・充実の推進についてとりまとめを行いました｡

平成24年度には､ 支援物資物流全体の円滑化・最適化の実現に向け､ ｢南海トラフ巨大地震に対応

した支援物資物流システムの構築に関する中国ブロック協議会｣ を設置し､ 以降民間物資拠点の拡

充や自治体と関係団体の災害協定の充実に向け取り組みを進めているところです｡

更に､ 平成28年度､ 国 (中国・四国・九州の各運輸局)､ 地方自治体､ 物流事業者等の関係者によ

る協議会を開催､ 南海トラフを震源とする巨大地震を想定し､ 中国､ 四国､ 九州地域の広域連携に

より､ 鉄道､ 船舶､ トラックなど多様な輸送モードを活用した支援物資輸送を行う際の課題の整理､

とりまとめを行うことを目的に調査を実施しました｡

本調査結果については､ 今後､ 地方自治体が防災計画を見直す際や､ 物流事業者と協同し､ 支援・

受援計画､ マニュアル等の策定を行う際など､ 幅広く活用いただくことを想定しています｡

また､ 平成30年７月豪雨災害では､ 西日本を中心に全国的に広範囲で記録的な大雨になり､ 河川

の氾濫・浸水害・土砂災害等が発生し､ 各地で国道や鉄道が寸断される等甚大な被害が発生しまし

た｡ 中国運輸局も政府のプッシュ型物資支援に参加し､ 広島県庁及び岡山県庁に設置された現地連

絡調整室に職員を派遣して被災地への物資支援の対応にあたりました｡

今後､ 発生が予想される南海トラフ巨大地震等の大規模災害に迅速かつ的確に対応していくため､

平成30年７月豪雨災害への対応を検証すると共に､ 平成31年４月には ｢中国運輸局緊急物資輸送チー

ム｣ を設置しました｡ 令和２年度は､ 新型コロナウイルスの影響を受けて開催が遅れましたが､ 中

国地方知事部会広域防災部会と連携し､ 中国５県の担当者と中国運輸局緊急物資輸送チーム一同で､���会議による ｢管内物資支援実務担当者連絡会議｣ を開催しました｡ ���会議は初めての試み
でしたが､ 移動を伴わず迅速に会議を開催する体制も整えることができました｡

今後も引き続き､ 民間物資拠点リストアップの推進､ 運輸局及び管内５県の担当者連絡会議の定

期的開催等様々な施策を通じて物資支援体制の強化､ 国・地方自治体・民間団体との緊密な連携を

図り､ 情報共有・課題解消・訓練実施等により ｢国民の安全・安心の確保｣ に向け､ 被災地への円

滑な物資支援を実現するための事務を進めてまいります｡
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※抜 粋

【中国､ 四国､ 九州地域における大規模災害時の多様な輸送モードの活用による支援物資

物流システム構築に関する調査報告書】

○多様な支援物資物流システムの構築に向けた課題と対応策

１. 広域的な支援物資物流システムに関する連携体制の構築

・広域的な地方自治体間の協力・応援体制の構築と事前対策の推進

・国､ 地方自治体間における緊密な連携

・官民の連携体制の構築

２. 継続的な取組を通じた知見・経験の蓄積と課題への対応

・実証訓練の継続的な実施による訓練シナリオのスパイラルアップ

・スパイラルアップを通じて解決を図るべき課題



２. 貨物輸送の概況

●貨物輸送量

平成30年度の中国地方の貨物輸送量は４億４千５百万トンで前年度比10.7％の増加となりました｡

また､ 全国の貨物輸送量は48億７千万トンで前年度比1.2％の減少となりました (図１～２参照)｡

【図１貨物流動の推移 (中国地方)】 【図２ 貨物流動の推移 (全国)】

●貨物輸送機関

平成30年度の中国地方の輸送機関割合は､ 自動車が80.1％と最も高く､ 海運が19.6％､ 鉄道が0.4％

となっており､ 全国と比較すると､ 中国地方の海運の割合は全国の10.5％に比べ9.1ポイント高くなっ

ています (図３～４参照)｡

【図３ 輸送機関割合の推移 (中国地方)】 【図４ 輸送機関割合の推移 (全国)】

※自動車については､ 平成22年10月以降､ 自動車輸送統計の調査方法が変更されことから､ 平成22年度

の数値は､ 平成22年９月以前の数値に暫定的接続係数を乗じた値｡
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●貨物流動

平成30年度の中国地方と全国各地方間の貨物流動をみると､ 近畿地方及び九州地方との結びつきが

強く､ 中国地方内流動貨物を除いて､ 着ベースでは九州地方からの貨物 (37.6％) に次いで､ 近畿地

方からの貨物 (25.6％) が多く､ 発ベースでは近畿地方への貨物 (29.7％) に次いで九州地方への貨物

(22.7％) が多くなっています｡ 以降､ 着貨物は四国､ 中部､ 関東地方､ 発貨物は､ 四国､ 中部､ 関東

地方が続いています｡ (図５～７参照)｡

中国地方発着の地域間流動は､ 着貨物ベースで79.0％､ 発貨物ベースで74.8％が中国地方となってい

ます｡

－ 30 －

交 通

政策部編



３. 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
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級 別 保 管 温 度 主 な 保 管 物 品

Ｃ３級 －２℃超 ＋10℃以下 生鮮水産物､ 農産品､ バター・チーズ等

Ｃ２級 －10℃超 －２℃以下 水産加工品､ 農産加工品､ 柑橘類等

Ｃ１級 －20℃超 －10℃以下 塩干水産物､ 水産加工品等

Ｆ１級 －30℃超 －20℃以下 冷凍水産物､ 冷凍食品､ 冷凍肉

Ｆ２級 －40℃超 －30℃以下 アイスクリーム

Ｆ３級 －50℃超 －40℃以下 マグロ類

Ｆ４級 －50℃以下 〃

４. 倉庫関係� 倉庫の種類

① 普通倉庫� 一～三類倉庫・・・一般的な倉庫で建屋である｡ 一～三類の別は､ 防水､ 防湿､ 遮熱､ 耐火

等の基準により､ 保管可能な物品に差異がある｡

一類倉庫が最も基準の厳しいもので､ 危険品や冷凍冷蔵品を除き､特に保

管物品に制限がない｡� 野積倉庫・・・・・柵や塀で囲まれた区画 (土地) において､ 石炭､ 木材､ 自動車などを野

積保管する倉庫｡ 代表的なものにコールセンターがある｡� 貯蔵槽倉庫・・・・穀物などのバラの貨物や液体を保管する倉庫｡ (サイロ､ タンク)� 危険品倉庫・・・・消防法に規定する危険物及び高圧ガス保安法に規定する高圧ガスを保管

する倉庫で､ 建屋型､ 貯蔵槽型､ 野積型がある｡

② 水面倉庫

原木等を水面において保管する倉庫｡

③ 冷蔵倉庫

農水畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品などを摂氏10度以下で保管する倉庫で､ 冷蔵室の級

別により次のように分類される｡

④ トランクルーム

その全部又は一部において個人 (消費者) の物品を保管する倉庫｡
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倉
庫
の

種
類

普
通

倉
庫

一
～
三
類
倉
庫

野
積
倉
庫

貯
蔵
槽
倉
庫

危
険
品
倉
庫

県 別

事
業

者
数

倉
庫

面
積

入
庫
高

平
均
月
末

保
管
残
高

事
業

者
数

倉
庫

面
積

入
庫
高

平
均
月
末

保
管
残
高

事
業

者
数

倉
庫

面
積

入
庫
高

平
均
月
末

保
管
残
高

事
業

者
数

面
容
積

入
庫
高

平
均
月
末

保
管
残
高

タ
ン
ク

そ
の
他

千
㎡

千
ト
ン

千
ト
ン

千
㎡

千
ト
ン

千
ト
ン

千
�千トン千トン

千
�千㎡千トン

千
ト
ン

鳥
取
県

16
52
.6

77
.0

30
.2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

島
根
県

11
34
.0

56
.2

7.
7

－
－

－
－

－
－

－
－

2
4.
3

－
15
.6

1.
5

岡
山
県

16
7
1,
33
0.
0
2,
92
4.
4

55
7.
5

10
12
3.
3

59
4.
7

10
2.
5

6
59
7.
4
2,
25
4.
6

20
9.
1

17
6.
0

16
.9

61
.3

8.
7

広
島
県

17
4
1,
04
0.
0
2,
64
2.
4

29
1.
0

13
44
5.
1
1,
46
6.
7

30
2.
1

3
12
4.
2

83
6.
8

66
.3

15
92
4.
6

4.
7
1,
02
4.
3

45
5.
5

山
口
県

67
34
4.
0
1,
60
1.
6

21
4.
9

7
31
8.
6
8,
94
1.
5
1,
33
5.
3

－
－

－
－

10
－

30
.8

65
5.
1

91
.2

計
37
8
2,
80
0.
6
7,
30
1.
6
1,
10
1.
3

28
88
7.
0
11
,0
02
.9

17
39
.9

9
72
1.
6
3,
09
1.
4

27
5.
4

42
93
4.
9

52
.4

17
56
.3

55
6.
9

倉
庫
の
種
類

水
面

倉
庫

冷
蔵

倉
庫

県 別

事
業

者
数

倉
庫

面
積

入
庫
高

平
均
月
末

保
管
残
高

事
業

者
数

倉
庫

容
積

入
庫
高

平
均
月
末

保
管
残
高

千
㎡

千
ト
ン

千
ト
ン

千
�千トン千トン

鳥
取
県

1
60
.0

0.
0

0.
0

19
19
2.
1

41
.6

7.
2

島
根
県

－
－

－
－

6
56
.7

8.
5

3.
9

岡
山
県

－
－

－
－

32
45
3.
5

13
8.
1

30
.1

広
島
県

－
－

－
－

36
80
2.
4

36
2.
5

43
.8

山
口
県

－
－

0.
0

0.
0

9
16
1.
5

27
0.
0

55
.7

計
1

60
.0

0.
0

0.
0

90
1,
66
6.
2

82
0.
7

14
0.
7

�倉庫別取扱高及び所管
面
・
容
積
の
現
況

(令
和
元
年
度
末
)
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(注
)
１
.
事
業
者
数
及
び
倉
庫
面
・
容
積
は
令
和
２
年
３
月
末
現
在
｡

※
事
業
者
数
：
県
内
に
営
業
所
が
あ
る
事
業
者
は
各
県
毎
に
全
て
計
上
｡

２
.
山
口
県
に
つ
い
て
は
､
九
州
運
輸
局
の
管
轄
に
属
す
る
下
関
市
､
宇
部
市
､

長
門
市
及
び
山
陽
小
野
田
市
を
除
く
｡

３
.
端
数
処
理
(四
捨
五
入
)
の
た
め
合
計
が
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
｡



年 度

項 目

令和元年度

普

通

倉

庫

農 水 産 品 2,192.7

金 属 2,194.7

金 属 製 品 ・ 機 械 527.2

窯 業 品 62.4

化 学 工 業 品 4,673.5

紙 ・ パ ル プ 215.4

繊 維 工 業 品 171.5

食 料 工 業 品 1,647.6

雑 工 業 品 823.8

雑 品 10,423.3

合 計 22,932.1

冷

蔵

倉

庫

生 鮮 水 産 物 3.8

冷 凍 水 産 物 157.2

塩 干 水 産 物 14.4

水 産 加 工 品 36.6

畜 産 物 58.9

畜 産 加 工 品 67.7

農 産 物 42.6

農 産 加 工 品 45.7

冷 凍 食 品 248.6

そ の 他 145.2

合 計 820.7

� 倉庫貨物品目別入庫実績
(単位:千トン)

(注) １. 九州運輸局の管轄に属する下関市､ 宇部市､ 長門市及び山陽小野田市を除く｡

２. 端数処理 (四捨五入) のため合計が合わないことがある｡
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年
度

区
分

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

26
年
度

27
年
度

28
年
度

29
年
度

30
年
度

令
和
元
年
度
対
前
年
度
比

普 通 倉 庫

事
業

者
数

34
3

33
8

34
6

34
8

35
5

35
7

36
6

37
7

39
6

41
1
10
3.
8％

年
間

入
庫

高
(千
㌧
)

14
,8
58

15
,4
16

16
,2
89

15
,9
11

15
,6
68

16
,5
79

17
,3
71

18
,2
65

18
,7
02

23
,1
52

12
3.
8％

平
均
月
末
保
管
残
高

(千
㌧
)

1,
75
9

1,
88
5

2,
13
5

2,
31
0

2,
12
6

2,
02
6

2,
25
7

2,
30
7

3,
44
5

3,
67
4
10
6.
6％

一
～
三
類

倉
庫

面
積

(千
㎡
)

2,
06
2

2,
08
1

2,
12
3

2,
18
6

2,
25
0

2,
28
1

2,
36
2

2,
50
5

2,
62
6

2,
80
1
10
6.
7％

入
庫

高
(千
㌧
)

7,
06
3

7,
14
4

6,
77
6

7,
40
0

7,
21
1

7,
27
4

6,
52
2

7,
21
3

7,
56
8

7,
30
2

96
.5
％

平
均
月
末
保
管
残
高

(千
㌧
)

94
5

1,
00
0

99
6

1,
03
6

1,
02
6

92
9

84
0

94
1

1,
01
7

1,
10
1
10
8.
2％

野
積

倉
庫

面
積

(千
㎡
)

91
5

96
9

93
4

96
2

96
8

96
7

98
6

95
0

88
1

88
7
10
0.
7％

入
庫

高
(千
㌧
)

4,
95
4

5,
41
6

7,
21
4

6,
27
1

6,
11
8

7,
00
1

7,
65
6

7,
96
2

8,
03
4
11
,0
03

13
7.
0％

平
均
月
末
保
管
残
高

(千
㌧
)

53
8

62
3

86
6

1,
02
0

84
6

82
1

1,
06
1

1,
04
8

1,
08
7

1,
74
0
16
0.
0％

貯
蔵
槽

倉
庫

容
積

(千
�)518489

54
9

54
3

54
3

55
4

70
0

70
0

70
0

72
2
10
3.
1％

入
庫

高
(千
㌧
)

2,
21
9

2,
05
4

1,
93
1

1,
87
8

1,
78
8

1,
80
9

1,
98
7

2,
41
9

2,
71
6

3,
09
1
11
3.
8％

平
均
月
末
保
管
残
高

(千
㌧
)

22
1

19
9

21
8

20
3

20
2

18
5

19
7

24
1

86
9

27
5

31
.6
％

危
険
品

容 面 積

タ
ン

ク
(千
�)9899

99
99

98
76

76
17
6

93
4

93
4
10
0.
0％

そ
の

他
(千
㎡
)

39
44

44
44

45
46

46
47

51
52

10
2.
0％

入
庫

高
(千
㌧
)

62
3

80
3

36
9

36
1

55
1

49
5

1,
20
7

67
1

38
4

1,
75
6
45
7.
4％

平
均
月
末
保
管
残
高

(千
㌧
)

55
63

55
51

52
91

15
9

77
47
2

55
7
11
8.
0％

水 面 倉 庫

事
業

者
数

2
2

2
2

2
2

2
2

2
1

50
.0
％

面
積

(千
㎡
)

16
3

16
3

16
3

16
3

16
3

16
3

16
3

16
3

16
3

60
36
.8
％

年
間

入
庫

高
(千
㌧
)

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

－

平
均
月
末
保
管
残
高

(千
㌧
)

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

－

冷 蔵 倉 庫

事
業

者
数

82
82

84
83

84
82

82
86

87
90

10
3.
4％

容
積

(千
�)1,0901,122

1,
20
3

1,
20
6

1,
26
8

1,
35
9

1,
38
8

1,
57
7

1,
59
0

1,
66
6
10
4.
8％

年
間

入
庫

高
(千
㌧
)

50
2

49
8

52
8

53
8

53
5

64
9

73
4

75
8

64
0

82
1
12
8.
4％

平
均
月
末
保
管
残
高

(千
㌧
)

72
71

73
75

79
11
4

13
9

11
8

92
14
1
15
3.
1％

�倉庫別取扱高及び所管
面
･
容
積
の
推
移
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１
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局
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轄
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下
関
市
､
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市
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く
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２
.
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及
び
倉
庫
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・
容
積
は
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｡
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.
端
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処
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捨
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た
め
合
計
が
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あ
る
｡



事 業 者 名 岡山県トラックターミナル㈱
タ ー ミ ナ ル

の 名 称
岡山県トラックターミナル

位 置 岡山市中区倉富285－19 出 資 金 ４億4,000万円

開始年月日 昭和50年４月３日 取扱能力 3,750トン／日

設 備
境域面積 107,976㎡ 停留場所 126バース

荷 扱 場 10,395㎡ 操車場所 25,692㎡

乗 入 会 社

中国新潟運輸㈱ 福山通運㈱

岡山県貨物運送㈱ セイノースーパーエクスプレス㈱

近物レックス㈱ ヤマト運輸㈱

久留米運送㈱

事 業 者 名 広島市流通センター㈱
タ ー ミ ナ ル

の 名 称
広島市西部トラックターミナル

位 置 広島市西区草津港三丁目２－１ 出 資 金 10億円

開始年月日 昭和52年４月１日 取扱能力 2,700トン／日

設 備
境域面積 55,853㎡ 停留場所 108バース

荷 扱 場 9,450㎡ 操車場所 12,385㎡

乗 入 会 社

トナミ運輸㈱ ㈱丸二運送 ヤマトボックスチャーター㈱

岡山県貨物運送㈱ セイノースーパーエクスプレス㈱ ㈱国商運輸

中国名鉄運送㈱ 芸備運輸㈱ 駿和物流㈱

久留米運送㈱ 山陽自動車運送㈱ カトーレック㈱

５. 一般トラックターミナル事業の現況
令和２年11月30日現在
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市 町 村 名 本省 受理日
１ 広島県呉市 (ＪＲ呉駅､ 呉港､ ＪＲ広駅､ ＪＲ安芸阿賀駅) 13年８月31日 受理
２ 鳥取県鳥取市 (ＪＲ鳥取駅) 14年２月13日 受理
３ 広島県広島市 (ＪＲ広島駅) 14年６月３日 受理
４ 山口県下関市 (旧：菊川町) (菊川町バスターミナル) 15年４月24日 受理
５ 島根県出雲市 (旧：多伎町) (ＪＲ小田駅) 15年５月８日 受理
６ 広島県東広島市 (ＪＲ八本松駅､ ＪＲ西条駅､ ＪＲ西高屋駅) 15年７月１日 受理
７ 広島県三原市 (ＪＲ三原駅) 15年７月７日 受理
８ 岡山県笠岡市 (ＪＲ笠岡駅) 15年10月30日 受理
９ 島根県松江市 (ＪＲ松江駅) 16年３月11日 受理
10 広島県廿日市市 (ＪＲ宮内串戸駅､ ＪＲ阿品駅) 16年６月22日 受理
11 山口県下関市 (ＪＲ下関駅､ ＪＲ新下関駅) (２) 17年２月３日 受理
12 広島県広島市 (ＪＲ横川駅､ ＪＲ五日市駅) (２) 17年６月13日 受理
13 鳥取県倉吉市 (ＪＲ倉吉駅) 18年１月６日 受理
14 広島県尾道市 (ＪＲ尾道駅) 18年２月20日 受理
15 広島県福山市 (ＪＲ福山駅) 18年４月27日 受理
16 岡山県倉敷市 (ＪＲ倉敷駅) 18年６月７日 受理
17 山口県周南市 (ＪＲ徳山駅､ 徳山港) 19年４月18日 受理
18 広島県広島市 (ＪＲ新井口駅) (３) 19年７月２日 受理
19 広島県海田町 (ＪＲ海田市駅) 20年２月15日 受理
20 広島県坂町 (ＪＲ坂駅) 20年５月８日 受理
21 広島県福山市 (ＪＲ松永駅､ ＪＲ東福山駅) (２)､ (ＪＲ大門駅) (３) 20年９月16日 受理
22 鳥取県米子市 (ＪＲ米子駅) 21年３月４日 受理
23 広島県広島市 (ＪＲ中野東駅､ ＪＲ安芸中野駅) (４) 21年５月28日 受理
24 山口県山口市 (ＪＲ新山口駅) 21年８月３日 受理
25 広島県廿日市市 (ＪＲ宮島口駅､ ＪＲ大野浦駅) (２) 21年８月３日 受理
26 島根県江津市 (ＪＲ江津駅) 23年６月10日 受理
27 広島県坂市 (ＪＲ坂駅) (２) 26年12月19日 受理
28 広島県広島市 (ＪＲ安芸長束駅､ ＪＲ古市橋駅) (５) 27年５月26日 受理
29 山口県山口市 (ＪＲ山口駅) (２) 28年11月８日 受理
30 広島県広島市 (ＪＲ安芸矢口駅､ ＪＲ下深川) (６) 29年４月24日 受理
31 山口県下関市 (旧：菊川町) (３) 令和元年５月20日 受理
32 広島県福山市 (ＪＲ備後赤坂駅) (４) 令和元年12月11日 受理
33 岡山県津山市 (ＪＲ津山駅) 令和２年４月６日 受理
34 広島県大竹市 (ＪＲ大竹駅) 令和２年10月９日 受理

� ����������
現在､ 平成18年12月20日に施行された 『高齢者､ 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

｢バリアフリー法｣』 の基本方針に基づき管内の22市町で基本構想が策定されています｡

また､ 平成30年11月１日に施行された改正バリアフリー法では､ 新たに移動等円滑化促進方針 (マ

スタープラン制度) を創設し､ 具体的な事業の調整が困難で､ 基本構想を作成出来なかった地区にお

いてもバリアフリー化を促進することができることになりました｡

１. 基本構想策定状況
(令和２年10月末現在 調査)

基本構想作成・公表済み市町村【本省受理順 複数作成の場合､( ) 内に提出回数を記載】
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車両等の種類 車両等の総数 車両等のバリアフリー化目標

鉄軌道車両 約52,000両 約36,400両 (約70％)

バ ス 車 両

約50,000台 約35,000台 (約70％) をノンステップ化

高速バス等の適用除外認定車両
(約10,000台) 約2,500台 (25％) をスロープ又はリフト付に

福祉タクシー － 約44,000台 (ユニバーサルデザインタクシー含む)

旅 客 船 約700隻 約350隻 (約50％)

中国運輸局管内 全 国

１日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上の施設 140 3,580

うち段差を解消している施設 115 3,288

3,000人以上の施設に対する割合 (％) 82.1％ 91.8％

うち視覚障害者誘導用ブロックを設置している施設 108 3,403

3,000人以上の施設に対する割合 (％) 77.1％ 95.1％

うちトイレを設置している施設 88 3,340

うち障害者用トイレを設置している施設 52 2,956

トイレを設置している施設に対する割合 (％) 59.1％ 88.5％

アストラムライン (広島高速交通㈱) 22駅

スカイレール (スカイレールサービス㈱) 3駅

中国運輸局管内計 25駅

全国計 858駅

中国運輸局管内 全 国

１日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上の施設 1 41

うち段差を解消している施設 1 39

3,000人以上の施設に対する割合 (％) 100％ 95.1％

うち視覚障害者誘導用ブロックを設置している施設 1 40

3,000人以上の施設に対する割合 (％) 100％ 97.6％

２. 交通施設等におけるバリアフリー化の状況
現行法に基づく基本方針では､ 2021年３月末までに利用者3,000人以上の鉄軌道駅､ バスターミナ

ル､ 旅客船ターミナルについて､ 原則段差の解消､ 視覚障害者誘導用ブロックの整備､ 障害者用ト

イレの設置等のバリアフリー化を実施する他､ 車両等について以下の目標が定められています｡

今後､ 新たに基本方針が策定された後､ 共生社会の実現に向けたユニバーサルデザイン､ 心のバ

リアフリーをより推進し､ 様々な施策を実行するための取組を進めていきます｡

(令和２年３月31日現在)

� 鉄軌道駅のバリアフリー化状況 (令和２年３月31日現在)

・ ｢段差解消｣､ ｢視覚障害者誘導ブロックの設置｣､ ｢障害者用トイレの設置｣ については､ ｢高齢者､ 身

体障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律｣ に基づく移動円滑化基準へ適合したものを算出｡� ホームドアの設置状況 (令和２年３月31日現在)� バスターミナルのバリアフリー化状況 (令和２年３月31日現在)
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うちトイレを設置している施設 1 32

うち障害者用トイレを設置している施設 1 27

トイレを設置している施設に対する割合 (％) 100％ 84.4％

中国運輸局管内 全 国

１日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上の施設 3 13

うち段差を解消している施設 3 13

3,000人以上の施設に対する割合 (％) 100％ 100％

うち視覚障害者誘導用ブロックを設置している施設 3 13

3,000人以上の施設に対する割合 (％) 100％ 100％

うちトイレを設置している施設 3 13

うち障害者用トイレを設置している施設 3 13

トイレを設置している施設に対する割合 (％) 100.0％ 100％

中国運輸局管内 全 国

鉄軌道車両の総車両数 (ＪＲ西日本の車両は相互乗り入れのため含まず) 577 52,648

うち移動円滑化基準適合車両数 266 39,287

総車両数に対する割合 (％) 46.1％ 74.6％

乗合バスの総車両数 4,018 61,347

うち移動円滑化基準の適用除外認定車両数 1,117 13,726

うちスロープ又はリフト付バス車両数 65 708

うち移動円滑化基準適合車両数 2,420 42,450

総車両数に対する割合 (％) 60.5％ 69.2％

うちノンステップバス車両数 1,452 29,096

総車両数に対する割合 (％) 36.3％ 47.4％

適用除外認定車両を除いた総車両数に対する割合 (％) 50％ 61.1％

貸切バスの総車両数 (参考) － －

うち移動円滑化基準適合車両数 35 1,081

総車両数に対する割合 (％) － －

うちノンステップバス車両数 9 252

総車両数に対する割合 (％) － －

福祉タクシーの車両数 1,700 37,064

旅客船 (定期航路) の総船舶数 107 667

うち移動円滑化基準適合船舶数 53 332

総船舶数に対する割合 (％) 49.5％ 49.8％

旅客船 (不定期航路) の総船舶数 (参考) 6 －

うち移動円滑化基準適合船舶数 2 －

総船舶数に対する割合 (％) 33.3％ －

� 旅客船ターミナルのバリアフリー化状況 (令和２年３月31日現在)

� 車両等のバリアフリー化状況 (令和２年３月31日現在)

※ 旅客船について､ 総隻数は､ 総トン数５トン以上の船舶を計上｡
※ 本表は ｢移動等円滑化実績等報告書｣ を集計したものであり､ 平成29年度より､ 一部でも基準適用
除外の認定を受けた船舶については総隻数から除外｡

※ ｢貸切バス｣､ ｢旅客船 (不定期航路)｣ は､ バリアフリー法の改正により､ 平成31年４月１日より移
動等円滑化実績報告書の対象に追加されたため､ 令和元年度末 (令和２年３月31日) 時点の数値に
ついては参考｡
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